
札幌社会保険総合病院 秦 温 信

いま禁煙対策を考える
「健康増進法」施行（５月１日）にちなんで

欧米の多くの病院ではかなり以前から院内禁煙
が徹底しているが、わが国での禁煙対策はいまだ
不十分と言わざるをえない。約２兆円のたばこに
よる税収（１０％は未成年者からの税収）が入るこ
とから政府も禁煙にはきわめて消極的であった
が、２０００年になって健康づくり１０カ年計画におけ
る「健康日本２１」の目標の一つとして「たばこ対
策」が掲げられた。この「健康日本２１」を法的に
位置づけるために「健康増進法」が本年５月１日
に施行され、受動喫煙の防止が義務づけられた。
当院では２０００年元旦を期して院内・敷地内を含

む構内の全面禁煙を実施した。禁煙の必要性と禁
煙推進に対する使命感を職員にいかに認識させる
かが最も重要である１）。ここでは国内外における
禁煙対策の動きなどについて概説すると共に、当
院における全面禁煙実施後の禁煙活動と医療従事
者としての禁煙対策における役割について述べ
る。

世界の禁煙対策について

現在世界で年間４百万人がたばこで死亡してい
るという。そのようなことから世界保健機関
（WHO）は１９７０年以降たびたびたばこの健康に及
ぼす危険性の大きさなどを訴え、たばこの規制に
ついて加盟国に提案してきたが、１９８９年になり５
月３１日を世界禁煙デ－（World No ―Tabacco
Day）と制定し、それ以来世界各国で様々なイベ
ントが行われている。１９９９年１１月には神戸で「た
ばこ対策枠組み条約」の骨子案がまとまったが、
日本など数カ国の同意が得られず難航し、本年３
月１日かなりトーンダウンしたものの条約の最終
案が示された。この議定書は４０カ国で批准・締結

される予定で、法的拘束力を持つ条約のもとで足
並みを揃えることができれば、先進国と途上国が
協調して規制に取り組み、対策を効率的に進める
ことができるというものである。米国では政府自
身が禁煙対策に積極的で、フィリップ・モリスな
どたばこメ－カ－各社を相手に、肺がんなどの喫
煙による病気に絡んで米政府が負担している年間
推定２００億ドル（約２兆８００億円）を賠償するよう
に求める訴訟をワシントンの連邦地裁に起こして
いる。「国民を欺いて危険な商品を売り続けた業界
は組織的犯罪集団（マフィア）に匹敵する」と主
張しているのである。また、昨年に入ってから肺
がんで死亡した患者家族が１００～２００億円の損害賠
償を求めた裁判で勝訴したことが、次々と伝えら
れている。

日本の禁煙対策について

一方、わが国では１９００年に未成年者の喫煙禁止
法が施行されてから１００年以上を経過している
（２０００年１２月３１日一部改正）が、未成年とくに
小・中学校生に拡がる喫煙は増加する一方であ
る。健康づくりの十カ年計画としての「健康日本
２１」の策定作業を進めていた当時の厚生省は、
１９９９年８月にたばこ対策の分野についての「成人
喫煙率（男性５５．２％、女性１３．３％）やたばこの消
費量を半減させる」目標案をまとめた。ところが
翌年２月になり議論が紛糾し、このスロ－ガンを
削除することが決定された。計画の目玉とも言う
べき計画が土壇場にきて「圧力に負けて後退」と
いう印象を与えたのはいかにも残念であった。昨
年２月には超党派国会議員による「禁煙推進議員
連盟」が設立され、新たな法律制定も視野に政府
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への働きかけを進めることで合意され、活動が開
始されている。昨年６月１２日には厚生労働省分煙
効果判定基準が公表され、屋内に設置された現有
の空気清浄機では有害物質の除去については不十
分であること、屋内の喫煙場所の空気をすべて屋
外に排気する方法をとるべきであることが示され
た。本年５月１日には生活習慣病の増加による医
療費増加を抑制する医療制度関連法の一つとして
いよいよ「健康増進法」が施行された。この第２５
条には受動喫煙の防止義務が定められ、「多数の者
が利用する施設を管理する者は受動喫煙防止のた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い」と求めている。これにより自治体の中でも管
理するすべての施設を全面禁煙にするところが増
加しつつある。
日本医師会はたばこ問題にやや消極的であった

が、２００１年４月には「禁煙推進プロジェクト委員
会」が発足し、日医会館を全面禁煙にした他１３の
事業項目を明らかにした。昨年６月にはイギリス
医師会が発行したデビット・シンプソン著「医師
とたばこ」の翻訳本２）が作成され、都道府県医師
会や群市区医師会などに配布された。これはイギ
リス医師会員約４万人を研究対象集団として４０年
間の追跡して得たデータをもとに書かれたという
きわめて重みのあるもので、副題の通り「医師・
医師会は何をすべきか」を問いかけている。医師
会館の全館禁煙化も除々に進んでいるが、本年５
月現在全館禁煙は日医会館の他１道（本年２月１
日より）２７県にすぎない。本年３月３０日の日医代
議員会で「禁煙推進に関する日本医師会宣言」が
採択されたが、禁煙活動がより具体化され、加速
されることが期待される。

当病院の禁煙対策について

１９９４年７月に当病院運営会議において禁煙推進
を発議し、たばこ自動販売機の撤去と売店でのた
ばこ販売を廃止した。１９９７年１０月「禁煙対策推進
委員会」を設置し、委員会での協議にもとずいて
決定された「禁煙推進スケジュ－ル」を実行しな
がら、２０００年元旦院内・敷地内の全面禁煙を実施
した（詳細は本誌９４９号３）参照）。
全面禁煙の実施と同時に「入院案内」に全面禁

煙となったことを記載した。入院前には喫煙して
いた者の入院は約半数に減少したものの常に２０～
３０名前後が入院中であり、それらの中で「隠れて
喫煙」する者、外来患者や見舞客の中で玄関前な
どで「喫煙・吸い殻すて」をする者などに対する
指導方法が課題であった。まず「禁煙対策推進委
員会」を発展的に解消して「禁煙推進委員会」と
し、さらに禁煙推進のための活動を継続すること
にした。第１３回世界禁煙デーの２０００年５月３１日よ
り１週間を「禁煙週間」とし、「世界の禁煙ポスタ
ー展」の他、期間中の６月１日には市民公開フォ
ーラム「禁煙で健康をかちとるために」を開催し
たが、これらは現在まで毎年行われている。同年
８月を「禁煙強化月間」とし、全職員が参加する
「禁煙指導パトロール」として日に５～６回巡回
し、吸い殻の収拾や禁煙指導を行った。収拾した
吸い殻は多い月で３，０００本になることもあった
が、その後も規模を縮小して継続している。喫煙
者の６０％は禁煙を希望しているといわれており、
喫煙者に対する禁煙についてのさまざまな支援が
必要である。その一つとしての「禁煙外来」の役
割は極めて重要である。当院における「禁煙外
来」受診後６カ月での禁煙達成率は４３．７％と必ず
しも高いとは言えなかった。一方、入院患者につ
いて禁煙外来を希望しない喫煙者に対しては入院
予約のオリエンテーション時から禁煙についての
相談・支援を行い、さらに退院後も外来で支援を
行う体制をとっている。その結果、最近の調査で
はそれら対象者の約４０％が禁煙を継続しているこ
とが明らかになったことから、このような支援を
さらに継続する必要があると考えている。禁煙に
対する苦情や禁煙についての相談に対する対応
は、きわめて重要である。看護科長が毎日交代で
行っている「診療相談・看護相談」にも多くの禁
煙相談があり、一定の効果を上げている。一方、
地域の住民や職員を含めた医療従事者に対する啓
発活動はさらなる重要課題と考えられるので、今
後広報活動の推進などより積極的な取り組みが必
要と思われた４）。

禁煙対策における医療従事者の役割について

禁煙推進活動の拡がりは一定の成果をあげつつ
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あるが、それをとりまく環境は必ずしも十分整っ
ているとは言えない。すなわち、喫煙がもたらす
健康被害を最も理解しているはずの医療従事者の
喫煙率はあまり低下してこないだけでなく、医療
現場における部分禁煙（分煙）は進んできている
ものの未だ不完全な分煙が多く、全面禁煙を実施
している施設は必ずしも多いとは言えない。現時
点での分煙の努力を認めないとの立場ではない

が、医療従事者として健康に及ぼす影響を受診者
に理解させる意味でも、全面禁煙の立場をとるべ
きであると考えている。とくに医師には喫煙と密
接な関係が明らかになっている疾病をもつ患者に
は禁煙を指導する法的義務があり、それを怠った
場合には、医師法２３条の療養指導義務違反で法的
責任を問われて提訴されることもありうると予想
されている。したがって、喫煙による被害を最も

第１３回日本禁煙推進医師歯科医師連盟
学術総会（札幌）のご案内（第一次）

大会長 佐野 文男

平成１６年２月７日�・８日�の両日、第１３回
日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会を札幌
市にて下記のとおり開催させていただくことに
なりました。
つきましては、シンポジウム・一般演題の募

集を開始いたしますので多くのご参加をお待ち
申し上げております。
日 時：平成１６年２月７日�・８日�
会 場：札幌市医師会館大ホール、東ホール

札幌市中央区大通西１９丁目
札幌市医師会館
電話 ０１１―６１１―４１８１
FAX ０１１―６４３―１５１１

１．会務総会 ７日�
２．学術総会

大会長講演７日�
演題「禁煙推進の取組みについて」

特別講演 ７日�（未定）
シンポジウム ７日�（公募、一部指定）
テーマ「未成年者の喫煙防止を進めるた
めに」

一般演題 ８日�口演・ポスター（公募）
３．市民公開講座 ７日�
４．懇親会 ７日�豊平館
後援（予定）：北海道、北海道医師会、北海道歯

科医師会、札幌市、札幌市医師

会、札幌市歯科医師会
総会事務局 第１３回日本禁煙推進医師歯科医師

連盟学術総会事務局
〒００４―８６１８
札幌市厚別区厚別中央２条６丁目
札幌社会保険総合病院内
電話＆FAX ０１１―８９３―６３１３

演題応募要領

１．メールでお願いいたします。メールには必
ずお名前、所属、住所、電話番号、発表形
式（シンポジウム、一般演題口演、一般演
題ポスターのいずれか）をご記入下さい。
メールアドレス：ssighlib@ruby.ocn.ne.jp

２．抄録原稿は添付ファイルにて送信してくだ
さい

３．A４サイズ、１ページに演題名、所属、氏
名、本文（１２ポイント明朝体１行３５文字×
２７行）をご記入下さい。

４．抄録内容は抽象的な表現は避け、【目的】
【方法】【結果】【結論】の順に簡明に記載し
て下さい。

５．総会での発表と内容や数値が大きく異なる
ことがないように推敲して下さい。

６．締め切りは平成１５年１１月２８日�必着です。

別紙
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お知らせ

理解している病院職員が自ら加害者となるべきで
はないし、自ら地域住民に対して禁煙についての
啓発活動を行うことが強く求められている。その
意味からも病院の全面禁煙が社会全体の禁煙推進
のための最も有効な方法と考えている。

＊＊＊
現在様々な市民団体が禁煙推進に取り組んでい

るが、日本禁煙推進医師歯科医師連盟（略称・禁
煙医師連盟）（事務局：東京都中央区築地２―７―
１２、１５三京ビル６０５ TEL/FAX０３―３５４１―６１８３）の活
動も刮目すべきものの一つで、禁煙について活発
な活動が行われている。その中で禁煙実施病院の
表彰があり、すでに１１３施設（本年２月現在）の
表彰が行われている。この学術総会が毎年行われ
ており、第１３回総会が明年２月７～８日当院が担
当して札幌で開催されることになっている（別紙

ご案内）。また、学会ぐるみの禁煙対策もようや
く動き出しており、日本循環器学会などいくつか
の学会で「禁煙宣言」が行われたことなどは特筆
される。いずれにしても、健康を守ることを職業
としている病院職員が、禁煙対策に取り組むべき
最も近い位置にいるという認識が重要であろう。

参考文献
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健康スポーツ医学再研修会及び札幌健康
スポーツ医学研究会総会開催のお知らせ

標記、研修会を下記のとおり開催いたします。
また、第１０回札幌健康スポーツ医学研究会総

会を併催いたしますので、会員及び日医認定健
康スポーツ医のご参加をお願いいたします。

記
と き 平成１５年６月１９日�午後６時００分
ところ 札幌市医師会 ５階東ホール

札幌市中央区大通西１９丁目
TEL（０１１）６１１―４１８１

第１２回健康スポーツ医学研修会

研修ビデオ上映
「中高年の健康づくり」
講 演
演 題：『「健康運動」の発展

～その医学応用と意義～』

講 師：北海道大学体育指導センター
助教授 川初 清典 先生

事後討論（意見交換）
※本研修会は日医認定健康スポーツ医制度の再
研修１単位として算定されます。

第１０回札幌健康スポーツ医学研究会総会

研修会終了後、標記総会を開催いたします。
また、札幌健康スポーツ医学研究会では、日

医認定健康スポーツ医及び健康スポーツ医学に
関心のある先生のご入会をお待ちしておりま
す。（年会費は２，０００円です。）
研修会参加費 ２，０００円（非会員のみ）
懇 親 会 費 ５，０００円（出席者のみ）
申 込 先 札幌市医師会業務一課

TEL ６１１―４１８１ 担当 玉島まで
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